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雇
用
・
資
格

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒

募
集（
一
般
）

▼�

対
象

　
中
学
校
卒
業
程
度
の
17
歳
未
満
の
男
子

▼�

募
集
期
限　
来
年
1
月
5
日
㈮

▼�

試
験
日

　

�

１
次
試
験　
来
年
１
月
13
日
㈯
・
14
日
㈰

　
２
次
試
験　
来
年
1
月
25
日
㈭
～
28
日
㈰

　
の
う
ち
い
ず
れ
か
1
日
を
指
定

�

▼�

試
験
会
場　
宇
都
宮
市
内

▼
問
い
合
わ
せ

○�

自
衛
隊
栃
木
地
方
協
力
本
部
大
田
原
地
域

事
務
所　
　
☎
０
２
８
７（
22
）２
９
４
０

市
職
員
採
用
試
験
2
次
募
集

　
令
和
６
年
4
月
に
採
用
予
定
の
職
員
の
採

用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

▼�

募
集
区
分　

　

�「
行
政
職
」行
政
Ａ（
大
卒
程
度
）、
行
政
Ｂ

（
高
卒
程
度
）、
行
政
Ｃ（
障
が
い
者
枠
）

　
「
専
門
職
」建
築
、
土
木
、
電
気
、
機
械

▼�

募
集
人
数　
各
区
分
若
干
名

▼�

募
集
期
限　
12
月
22
日
㈮
必
着

▼�

第
1
次
試
験
日　
来
年
1
月
6
日
㈯

▼�
試
験
会
場　

　
市
役
所
本
庁
舎

▼
申
込
方
法

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子
申
請

▼
問
い
合
わ
せ

○

総
務
課　
　
　
　
　
☎（
62
）７
１
７
６��

広　告

広　告

〈
市
道
板
室
沼
原
線
〉

▼
と
き　
12
月
１
日
㈮
～
来
年
４
月
26
日
㈮

〈
市
道
旧
新
湯
線
〉

▼
と
き　
12
月
1
日
㈮
～
来
年
3
月
29
日
㈮

※�

春
の
開
通
日
は
、
降
雪
状
況
に
よ
り
遅
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

○

道
路
課�

☎（
62
）７
１
６
４

通
行
止
区
間

通
行
止
区
間

冬
季
積
雪
・
凍
結
の
た
め
一
部
の

市
道
が
全
面
通
行
止
め
に
な
り
ま
す

●固定資産税� 第4期
●国民健康保険税� 第6期
●後期高齢者医療保険料
� 第6期
●介護保険料� 第5期
～納税は便利な口座振替で～

12月の納税
12月25日㈪が納期限です

薪ストーブは適正に
利用しましょう！

不適切な利用をすると大気や健康に影響を及ぼした
り、近隣とのトラブルの原因になります。
▶問い合わせ　 環境課　☎(62)7141

旧消防署
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※市内は、市外局番 0287を省略した表記にしています。

本…本庁舎（共墾社108-2）
西…西那須野庁舎（あたご町2-3）
塩…塩原庁舎（中塩原1-2）

庁
舎
名

　
税
の
申
告
の
時
に
、
障
害
者
手
帳
を
持
っ

て
い
な
い
人
で
も
、「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」を
提
出
す
る
と
障
害
者
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
認
定
書
が
必
要
な

人
は
、
窓
口
で
申
請
が
必
要
で
す
。

▼�

対
象　

　

�

要
介
護
認
定（
要
介
護
1
以
上
）を
受
け
て

い
る
65
歳
以
上
の
う
ち
、
障
害
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
人
と
同
程
度
の
障
害
が
あ
る

と
認
定
さ
れ
た
人（
認
定
基
準
あ
り
）

▼
申
請
者

　
本
人
か
本
人
を
扶
養
申
告
す
る
人

▼�

持
参
す
る
も
の

　
窓
口
に
来
た
人
の
身
分
証
明
書

▼
申
請
期
限
　
来
年
3
月
15
日
㈮

▼�

申
し
込
み　
本
高
齢
福
祉
課
、
西
市
民
福

祉
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○

高
齢
福
祉
課�

☎（
62
）７
１
１
３

　
福
祉

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
を

発
行
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
支
給

申
請
手
続
き
簡
素
化

　
申
出
書
類
提
出
後
、
国
民
健
康
保
険
の
高

額
療
養
費
を
登
録
口
座
へ
自
動
的
に
支
給
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼�

対
象　

・�

国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
高
額
療
養
費
の

支
給
該
当
と
な
っ
て
い
る
こ
と

・�

前
年
度
以
前
の
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納

が
な
い
こ
と

▼
申
請
方
法

　
対
象
世
帯
に「
申
出
書
兼
同
意
書（
緑
色
）」

　

を
送
付
し
ま
す
。
内
容
を
記
入
の
う
え
、

　
申
請
書
と
併
せ
て
本
国
保
年
金
課
あ
て
に

　
持
参
も
し
く
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

▼�

申
し
込
み　
本
国
保
年
金
課
、
西
市
民
福

祉
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、

　
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○

国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９

障
害
や
障
害
の
あ
る
人
へ
の
理
解

を
深
め
よ
う

　
12
月
3
日
か
ら
9
日
は「
障
害
者
週
間
」で

す
。
ま
た
、
来
年
４
月
１
日
か
ら
は
、
民
間

事
業
者
に
よ
る
障
害
の
あ
る
人
へ
の
合
理
的

配
慮
の
提
供
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん

が
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

〈
合
理
的
配
慮
の
提
供
〉　

　
障
害
の
あ
る
人
か
ら
困
っ
て
い
る
こ
と
を

伝
え
ら
れ
た
と
き
は
、
で
き
る
範
囲
で
対
応

し
て
く
だ
さ
い
。

・�

段
差
で
の
補
助
、
高
い
場
所
の
商
品
を

取
っ
て
渡
す

・�

メ
ニ
ュ
ー
や
商
品
表
示
を
写
真
な
ど
で
分

か
り
や
す
く
説
明

・�
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ボ
ー
ド
な
ど
に
よ

る
意
思
疎
通
の
支
援

・�

本
人
の
意
思
を
確
認
し
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル

の
操
作
な
ど
を
代
行

▼
問
い
合
わ
せ

○

社
会
福
祉
課�
☎（
62
）７
０
２
６

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

障
害
認
定

　

75
歳
以
上
の
人
が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
で
は
、
65
歳
以
上
の
人
で
、
次
の

障
害
状
態
に
あ
る
人
も
、
申
請
に
よ
り
加
入

で
き
ま
す
。

▼
対
象

〇
国
民
年
金
法
等
の
障
害
年
金　
１
・
２
級

〇
身
体
障
害
者
手
帳　
１
～
3
級

※
4
級
で
も
該
当
す
る
場
合
あ
り
。

〇
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳　
１
・
２
級

〇
療
育
手
帳　
A

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

広　告

・
免
許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書

・�

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
な
ど
障
害

の
等
級
を
示
す
も
の

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類

・
委
任
状（
別
世
帯
の
代
理
人
申
請
時
）

▼
申
し
込
み　
本
国
保
年
金
課
、
西
市
民
福

　
祉
課
、
塩
総
務
福
祉
課
、
箒
根
出
張
所

▼
問
い
合
わ
せ

○
本
国
保
年
金
課�

☎（
62
）７
１
２
９


